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議第111号

京都市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

　京都市市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

平成20年11月18日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市市営住宅条例の一部を改正する条例

　京都市市営住宅条例の一部を次のように改正する。

　第15条第５項中「，周山市営住宅」を削る。

　第26条第２項中「，二条市営住宅又は周山市営住宅」を「又は二条市営住

宅」に改め，同条第３項中「周山市営住宅又は」を削る。

　第27条第１項中「公営住宅法施行令（以下」を「令（次項並びに第29条の

２第１項及び第２項において」に改める。

　第32条第１項中「法第２条第９号に規定する共同施設である」を削り，

「「駐車場」という」を「同じ」に改める。

　附則第１項ただし書中「次項並びに附則第７項及び第９項」を「附則第６

項」に改める。

　附則第２項を削る。

　附則第３項中「改正後の条例」を「この条例による改正後の京都市市営住

宅条例（以下「改正後の条例」という。）」に改め，同項を附則第２項とする。

　附則中第４項を第３項とし，第５項を第４項とし，第６項及び第７項を削

り，第８項を第５項とする。

　附則第９項中「附則第３項」を「附則第２項」に改め，同項を附則第６項

とする。

　附則第10項の表中
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「

」

周 山 団 地 周 山 市 営 住 宅

橋 向 団 地 橋 向 市 営 住 宅

を

「

」
橋 向 団 地 橋 向 市 営 住 宅

に改め，同項を附則第７項とする。

　附則中第11項を第８項とし，第12項を第９項とする。

　附則第13項中「附則第10項」を「附則第７項」に改め，同項を附則第10項

とする。

　附則中第14項を第11項とし，第15項を第12項とし，同項の次に次の見出し

及び３項を加える。

（入居者資格としての収入基準，家賃等に関する経過措置）

13　次に掲げる者に係る第６条第１項第４号に掲げる要件（法第23条第２号

（住宅地区改良法第29条第１項において準用する場合を含む。）に規定す

る収入に係るものに限る。）については，公営住宅法施行令の一部を改正

する政令（平成19年政令第391号。以下「改正令」という。）による改正前

の令第６条第５項（改正令による改正前の住宅地区改良法施行令第12条に

おいて読み替えて準用する場合を含む。）の規定の例による。

　⑴　平成21年４月１日前に市営住宅（特定公共賃貸住宅を除く。以下この

項において同じ。）の入居者の公募を開始し，かつ，同日以後に市長が

入居承認をすることとなる場合における当該公募に係る入居申込者

　⑵　第５条各号のいずれかに該当する事由がある者が，平成21年４月１日

前に市営住宅の入居の申込みをし，かつ，同日以後に市長が入居承認を

することとなる場合における当該市営住宅の入居申込者

14　平成21年４月１日において現に市営住宅（改良住宅等及び特定公共賃貸
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住宅を除く。）に入居している者で第15条第１項本文の規定による当該市

営住宅の毎月の家賃の額（以下「新家賃の額」という。）が同項本文の規

定による当該市営住宅の平成21年３月の家賃の額（以下「旧家賃の額」と

いう。）を超えるものに係る改正令附則第３条の表の上欄に掲げる年度の

当該市営住宅の毎月の家賃は，同項本文の規定にかかわらず，新家賃の額

から旧家賃の額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ，それ

ぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額（その額に100円未満の端数が

あるときは，これを切り捨てた額）に，旧家賃の額を加えて得た額とする。

15　次に掲げる者に係る第27条第１項及び第３項に規定する基準並びに第29

条第１項に規定する市営住宅（改良住宅等を除く。）の毎月の家賃の算定

方法については，平成21年４月１日から平成26年３月31日までの間は，こ

れらの規定並びに第６条第３項及び第27条第２項の規定にかかわらず，改

正令による改正前の令第６条第５項，第８条及び第９条並びに改正前の住

宅地区改良法施行令第13条の２第１項の規定の例による。

　⑴　平成21年４月１日において現に市営住宅（特定公共賃貸住宅を除

く。）に入居している者

　⑵　平成21年４月１日前に法第24条第１項の規定による申込み又は法第40

条第１項の規定による申出がされ，かつ，同日以後に市長が入居承認を

することとなる場合における当該申込み又は申出をした者

　附則第16項を附則第17項とし，同項の前に次の１項を加える。

16　平成21年４月１日において現に改良住宅等に入居している者に係る第29

条の２に規定する限度額については，平成21年４月１日から平成26年３月

31日までの間は，同条の規定にかかわらず，改正令による改正前の住宅地

区改良法施行令第13条の２第１項の規定の例による。

　別表周山市営住宅の項を削る。

附 則

（施行期日）
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１　この条例は，平成21年４月１日から施行する。ただし，第15条及び第26

条の改正規定，附則第10項の改正規定（同項を附則第７項とする部分を除

く。），別表の改正規定並びに次項及び第３項の規定は，公布の日から施行

する。

（準備行為）

２　平成21年度分の家賃の額の算定及びこれに必要な準備行為は，この条例

の施行前においても行うことができる。

３　使用の承認の申込みその他駐車場（公営住宅法第２条第９号に規定する

共同施設であるもの並びに専ら市営住宅の入居者及び同居者以外の者の利

用に供するものを除く。）を供用するために必要な準備行為は，この条例

の施行前においても行うことができる。

提案理由

　改良住宅等の駐車場を市営住宅の有料付属施設とする等の必要があるので

提案する。


